
冷暖房料（１時間）

照明 料金 料金 備考

1/4（通常点灯） 1時間 4,400

1/2点灯 1時間 4,800

全点灯 1時間 5,400

観覧席 全面 1時間 2,400

ステージ 400

放送室 100

バスケットボール
（移動式ゴール）

１面 １時間 1,800 本申請は前日まで

バレーボール １面 １時間 1,400

バドミントン １面 １時間 600

卓球 １台 １時間 600

1部屋 1時間 400

冷暖房料（１時間）

照明 料金 料金 備考

占用利用 アリーナ 全点灯 全面 1時間 1,400 1,000 バスケ・バレーは占用利用

バドミントン 全点灯 １面 １時間 600

卓球 全点灯 １台 １時間 600

冷暖房料（１時間）

料金 料金 備考

占用利用 全面 1時間 2,400 1,000

１面 1時間 1,200

１面 1時間 1,200

1人 1時間 200

１面 1時間 200 200

１面 1時間 200 200

冷暖房料（１時間）

料金 料金 備考

占用利用 全面 1時間 1,000 400

部分利用 １台 1時間 600 予約は2週間先まで可

冷暖房料（１時間）

料金 料金 備考

1人 2時間 600 回数券あり

冷暖房料（１時間）

料金 料金 備考

1部屋 1時間 600 300

1部屋 1時間 600 300

1部屋 1時間 400 200

1部屋 1時間 400 200

1部屋 1時間 400 200

1部屋 1時間 200 200

※上記使用料は消費税を含んでいます。

※１時間未満の場合は、1時間の使用料になります。

※体育目的以外の料金は金額が異なります。別紙参照。

会議室等

控室２

児童室

益城町総合体育館使用料一覧表（通常料金）

メインアリーナ

通常料金

区分 単位

第１会議室

第２会議室

大会役員室

控室１

区分 単位

トレーニングルーム

区分 単位

多目的室

卓球

トレーニングルーム

多目的室

剣道場

個人利用（5人まで）

部分利用

武道場

武道場控室１

武道場控室２

区分 単位

武道場

部分利用

柔道場

5,200

１時間

１回

区分 単位

部分利用
1/4（通常点灯）

ステージ横控室

アリーナ
占用利用
料金に含む

サブアリーナ

区分 単位

占用利用

アリーナ 全面



冷暖房料（１時間）

照明 料金 料金 備考

1/4（通常点灯） 1時間 2,200

1/2点灯 1時間 2,400

全点灯 1時間 2,700

観覧席 全面 1時間 2,400

ステージ 400

放送室 100

バスケットボール
（移動式ゴール）

１面 １時間 900 本申請は前日まで

バレーボール １面 １時間 700

バドミントン １面 １時間 300

卓球 １台 １時間 300

1部屋 1時間 200

冷暖房料（１時間）

照明 料金 料金 備考

占用利用 アリーナ 全点灯 全面 1時間 700 1,000 バスケ・バレーは占用利用

バドミントン 全点灯 １面 １時間 300

卓球 全点灯 １台 １時間 300

冷暖房料（１時間）

料金 料金 備考

占用利用 全面 1時間 1,200 1,000

１面 1時間 600

１面 1時間 600

1人 1時間 100

１面 1時間 100 200

１面 1時間 100 200

冷暖房料（１時間）

料金 料金 備考

占用利用 全面 1時間 500 400

部分利用 １台 1時間 300 予約は2週間先まで可

冷暖房料（１時間）

料金 料金 備考

1人 2時間 300 回数券あり

冷暖房料（１時間）

料金 料金 備考

1部屋 1時間 300 300

1部屋 1時間 300 300

1部屋 1時間 200 200

1部屋 1時間 200 200

1部屋 1時間 200 200

1部屋 1時間 100 200

※上記使用料は消費税を含んでいます。

※１時間未満の場合は、1時間の使用料になります。

※使用人数の半数以上が町民の場合は町内料金とします。チームＩＤ登録時に名簿提出をいただきます。

※総合体育館通常料金は町内料金の２倍になります。

※体育目的以外の料金は金額が異なります。別紙参照。

メインアリーナ

サブアリーナ

武道場

多目的室

トレーニングルーム

多目的室

卓球

武道場控室１

武道場控室２

区分 単位

武道場

部分利用

柔道場

区分 単位

控室２

児童室

町内料金

益城町総合体育館使用料一覧表（町内料金）

区分 単位

第１会議室

第２会議室

大会役員室

控室１

区分 単位

トレーニングルーム

会議室等

区分 単位

剣道場

個人利用（5人まで）

部分利用

区分 単位

部分利用
1/4（通常点灯）

ステージ横控室

占用利用

アリーナ 全面 5,200

１時間

１回

アリーナ
占用利用
料金に含む



全灯 3/4灯 全灯 3/4灯

1時間 3,000 6,000

全面 1時間 2,000 4,000

半面（北側） 1時間 900 1,800

半面（南側） 1時間 1,100 2,200

1回/2時間 100 100

1回 500 500

1回 2,000 2,000

1回 2,000 2,000

1回 500 500

※照明点灯時は、人工芝グラウンド・半面の貸出しはいたしません。

※個人利用のみでは、照明の点灯はいたしません。

単位 町内料金
町内
照明料

通常料金
通常
照明料

1時間 350 600 700 1200

単位 町内料金
町内
照明料

通常料金
通常
照明料

1時間 600 2,000 1,200 4,000
Ａ 1時間 300 750 600 1,500
Ｃ 1時間 300 750 600 1,500
Ａ 1時間 150 750 300 1,500
Ｂ 1時間 150 500 300 1,000
Ｃ 1時間 150 750 300 1,500
Ｄ 1時間 150 500 300 1,000

1時間 300 350 600 700
1時間 150 100 300 200

単位 町内料金
町内
照明料

通常料金
通常
照明料

1時間 200 500 400 1,000
1時間 200 500 400 1,000

※照明については、令和４年度工事完了後、全面使用可能（1時間あたり町内750円、通常1,500円）

単位
1時間
1時間

単位
1時間

単位
1時間
1時間

※上記使用料は消費税を含んでいます。
※1時間未満の場合は、1時間の使用料になります。
※使用人数の半数以上が町民の場合は町内料金とします。チームＩＤ登録時に名簿提出をいただきます。

飯野町⺠グラウンド
区分 町内料金 通常料金

グラウンド 150 300

グラウンドゴルフ、ゲートボール場（上段） 150 300

広安町⺠第⼀グラウンド（元⼭本⼭グラウンド）
区分 町内料金 通常料金

多目的グラウンド（下段） 150 300

テニスコート

区分

1面

益城町社会体育施設使用料一覧表

個人利用 100 100

付
帯
設
備

放送設備

写真判定装置

陸上競技器具⼀式

スコアボード

競技場（全面）
5,000 3,750 10,000 7,500

人工芝グラウンド

陸上競技場

区分 単位 町内料金
町内照明料

通常料金
通常照明料

益城町町民運動場施設使用料一覧表

ミニサッカーコート
相撲場

福⽥町⺠グラウンド
区分 町内料金 通常料金

益城町町⺠グラウンド

区分

グラウンド

全面
1/2面

（野球）

津森町⺠グラウンド

区分

グラウンド全面（サッカー）※照明半面のみ
グラウンド全面（ソフトボール）※照明半面のみ

1/4面
（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ）

400
ゲートボール場 100 200
グラウンド 200



1時間当たりの使用料

メインアリーナ
3,300円（町内）
6,600円（通常）

サブアリーナ
1,050円（町内）
2,100円（通常）

メインアリーナ
4,400円（町内）
8,800円（通常）

サブアリーナ
1,400円（町内）
2,800円（通常）

1時間当たりの使用料

メインアリーナ
8,100円（町内）
16,200円（通常）

サブアリーナ
2,400円（町内）
4,800円（通常）

メインアリーナ
20,250円（町内）
40,500円（通常）

サブアリーナ
6,000円（町内）
12,000円（通常）

1時間当たりの使用料

8,100円（町内）
16,200円（通常）

2,400円（町内）
4,800円（通常）

※上記使用料は消費税を含んでいます。

※１時間未満の場合は、1時間の使用料になります。

※使用人数の半数以上が町民の場合は町内料金とします。チームＩＤ登録時に名簿提出をいただきます。

※記載のない有料スペースも同率での料金設定となります。

メインアリーナ

サブアリーナ

社会教育団体、学生等が行う催物

その他

プロスポーツなど興行を目的として使用する場合

益城町総合体育館使用料一覧表（体育目的以外）

体育以外を目的として使用する場合
（入場料またはこれに類するものを徴収する催物）

体育以外を目的として使用する場合
（入場料またはこれに類するものを徴収しない催物）

その他

営利又は宣伝を目的としない催し物


